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業務仕様書 

 

１ 業務名 

市内経済牽引企業の創出に向けた基礎調査・研究業務 

 

２ 背景・目的 

少子高齢化による経済規模の縮小と生産年齢人口の減少が見込まれる中、他

都市と比較して一人あたり市民所得が低い札幌市において、持続的な経済成長

を実現するには、市内経済を下支えする中小企業への支援はもとより、高い付

加価値を生み出す企業の創出が必要である。 

このような企業を創出するためには、これまでの市内中小企業への産業横断

的な支援に加え、大きく成長することが見込まれ、市内経済を牽引していくこ

とが期待される中小企業に対して、産学官の様々なリソースを活用し、成長に

向けた集中的な支援を行うことが効果的であるものと考えている。 

このことから、現在、市内経済を牽引する企業（以下「市内経済牽引企業」

という。）や今後市内経済を牽引することが期待される企業（以下「市内経済

牽引候補企業」という。）について調査・分析を行うとともに、企業支援を行

う団体や企業などの活動状況や具体的な支援内容、他都市の先行事例を調査研

究することにより、市内経済牽引企業の更なる創出に向けた方向性を検討する

ための基礎資料を作成することを目的とする。 

 

３ 業務内容 

  目的を達成するため、以下の業務を総合的に実施するものとする。 

なお、内容の詳細については、企画提案の内容を基に、委託者（札幌市）

と受託者で協議し、調整することとする。 

⑴ 市内経済及び企業の調査・分析 

市内経済の特色及び課題並びに市内企業の財務指標等について調査・分

析し、市内経済牽引企業及び市内経済牽引候補企業の条件の検討を行うと

ともに、この条件を踏まえ、市内企業から市内経済牽引企業及び市内経済

牽引候補企業を抽出し、報告書及び企業リストを作成する。 

ア 内容 

(ア) 市内経済の特色及び課題並びに市内企業の財務指標等の調査分析 

(イ) 市内経済牽引企業及び市内経済牽引候補企業の条件の検討 

(ウ) （イ）を踏まえた、市内企業の抽出 

   市内経済牽引企業   最低 10 社程度 

   市内経済牽引候補企業 最低 50 社程度（うち中小企業を半数以
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上抽出すること） 

  ※（イ）の条件等を踏まえ、社数が増加することは妨げない。 

イ 実施時期 

成果物提出 ：令和４年９月中旬 

ウ 成果物 

(ア)  報告書 

判型    ：Ａ４判 

刷り色   ：４色カラー 

ページ数  ：報告内容に応じて対応すること 

ファイル形式：Word 形式 

(イ) 企業リスト 

判型    ：Ａ４判 

刷り色   ：モノクロ 

ページ数  ：報告内容に応じて対応すること 

ファイル形式：Excel 形式 

   

⑵ 市内経済牽引企業の創出に向けた今後の方向性の提案 

  上記⑴の内容を踏まえ、市内経済の成長に向けて、今後、更なる成長が

期待される市内中小企業を支援し、更なる市内経済牽引企業を創出するた

めの今後の方向性について、仮説を含めた中間報告を行う。その後、方向

性について委託者と協議したうえで、企業、経済団体、金融機関、大学、

行政等へのヒアリング等を実施し、効果的な支援策に関する提言を含めた

報告書を作成する。 

  ア 実施時期  

    中間報告  ：令和４年９月中旬 

報告書提出 ：令和５年１月下旬 

イ 成果物 

判型    ：Ａ４判 

刷り色   ：４色カラー 

ページ数  ：報告内容に応じて対応すること 

ファイル形式：Word 形式 

 

４ 履行期間 

契約締結日から令和５年（2023 年）１月 31 日（火） 

 

５ 事業規模 
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11,000,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む）を上限とする。 

※ 上記の金額は事業規模を示すものであり、契約は別途設定する予定価

格の範囲内で行う。 

 

６ 環境への配慮 

本業務においては、札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷

低減に努めること。 

⑴ 電気、水道、油、ガス等の使用に当たっては、極力節約に努めること。 

⑵ ごみ減量及びリサイクルに努めること。  

⑶ 両面コピーの徹底やミスコピーを減らし、紙の使用量を減らすように努

めること。 

⑷ 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、

アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。 

⑸ 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガ

イドライン指定品を使用すること。 

 

７ その他特記事項 

⑴ 守秘義務 

受託者は、本業務を通じて知りえた秘密を第三者に漏えいすること及び

資料並びにデータの紛失、滅失、毀損、盗難等を防止するために必要な措

置を講ずること。 

⑵ 疑義の解消等 

業務の実施にあたって必要な事項のうち、本書で明記の無い点または疑

義が生じた場合、並びにこれに係る変更を行う場合には、必ず委託者と協

議し承認を得ること。 

⑶ 実施スケジュール 

  スケジュールについては、新型コロナウイルス感染状況等を踏まえて、

委託者と調整の上、柔軟に対応すること。 

 

８ 委託者担当部局 

〒060-0811 札幌市中央区北１条西２丁目（市役所本庁舎 15 階北） 

札幌市経済観光局産業振興部経済企画課 中川、渡邊 

電話：011-211-2352 FAX：011-218-5130 


